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2018年5月14日、アルゼンチンは官報、一般決議番号4240/2018（以下
「GR4240」）にてデジタルサービスを提供する外国企業に関連する付加価値税 
（以下「VAT」）取扱規定を発表しました。本GR4240は、2018年6月27日に有効
化される予定です。

アルゼンチンにおける企業は、今回の改正と法令による恩典と影響を理解し、分析
する必要があります。

背景
法案第27,432号によれば、外国企業のデジタルサービス提供者がアルゼンチン
消費者向けに提供しているサービスに対してVATが課せられます。B2C（法人によ
る消費者向け取引）又はB2B（法人間取引）はすでに「サービスの輸入」という概念
のもと、課税の対象となっていました。

本法律にはウェブサービス、ストリーミングサービス、ウェブデータの保存、オンラ
イン広告、及びソフトウェアサービスと広範なデジタルサービスが定義として含ま
れています。

規制政令第354/2018号（D354）には、サービスを享受する者が責任を持って 
VATの申告と支払を行うこととなっています。ただし、アルゼンチン居住の仲介者 
（例えば、クレジットカード会社、銀行）が仲介する場合には、サービスの享受者に
代わってVAT回収を行なう必要があります。本規制では、アルゼンチンの税務当局
（AFIP）に対して、回収代理人がVAT回収を行うデジタルサービス提供者のリスト
の作成について権限を与えています。
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一般決議番号GR4240についての詳細
GR4240は、VAT徴税方法についての定義と条件を定めてい
ます。海外に支払いを行うアルゼンチン居住の仲介者は源泉
徴収義務者としてVAT（21%）をAFIPに支払わなくてはなりま
せん。支払方法としては一般の源泉徴収制度（SICORE）を通じ
て支払われます。本件適用対象者としての海外サービス提供
者名に関してはGR4240のExhibit II, Section Aに含まれてお
り、これらのリストは月次で更新されます。また、税務当局は、海
外よりデジタルサービスを提供した業者が仲介業者を介する 
場合には、仲介業者が海外提供者名を提供するシステム確立を
行う予定です。

GR4240のExhibit II, Section Aには、150社を超えるデジタ
ルサービス提供者名が含まれています。当該リストの対象会社
は、海外企業での源泉VATを徴収する義務者としても取扱対象

となっています。Exhibit II, Section Bには、約12社の法人に
10米ドル（又は別の通貨で同額）相当以下の支払いに対する海
外源泉VATの徴収ルールが適用されることにもなる旨の記載
があります。

アルゼンチン居住の仲介者が関与していない場合には、サー
ビスを享受した者が当該取引の支払を行った同月の最終日ま
でにVAT支払をAFIP宛電子銀行振込にて送金する必要があり 
ます。

また上述したように、Exhibit IIの対象者リストは毎月更新 
される予定です。AFIPはデジタルサービスの海外提供者リスト
の更新に関する新たなシステムを構築することで今後アルゼン
チン居住の仲介者が、海外デジタルサービス提供者の情報提
供を円滑に申告できる体制を形成する予定です。
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ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。
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等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。
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ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
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ます。
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